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ストーリーの構成文化財一覧表 

 
 

番号 
ふりがな 

文化財の名称 
（※１） 

指定等の状況 
（※２） 

ストーリーの中の位置づけ 
（※３） 

文化財の所
在地（※４） 

① 伊
い

祖
そ

城跡
じょうあと

 
国名勝・県史

跡 

初期の琉球国の王統として栄えた英
祖王の生誕地。琉球開闢神話のアマ
ミクにより造られたグスクとの伝説
も残る。琉球古謡集『おもろさう
し』には、英祖が夏も冬も酒盛りを
した古謡（オモロ）が収録されてお
り、伊祖グスクのふもとにオモロの
石碑があります。 

浦添市 

② 伊
い

祖
そ

の高御墓
たかうはか

 
県指定・有形
文化財（建造

物） 

英祖の父祖代々の墓。崖の中腹の洞穴

を利用し、その前面を石積みで塞いだ

墓。県の有形文化財（建造物）として

指定を受けています。 

浦添市 

③ 浦添
うらそえ

城
じょう

跡
あと

 国史跡 

13 世紀に築かれ、14 世紀には高麗系

瓦ぶきの正殿を中心に、石積み城壁で

囲まれた大規模なグスク（城）。その

周辺には寺院や集落があり、後の王都

首里の原型がここでできあがってい

ました。 

浦添市 

④ 牧港
まきみなと

テラブのガマ 市史跡 

浦添の港であった牧港に残る舜天王

にゆかりのある洞穴遺跡。伝説では 12

世紀後半に琉球に来た源為朝の子供

が舜天であったと伝わる。 

浦添市 

⑤ 浦添
うらそえ

ようどれ 国史跡 

琉球王国初期の英
えい

祖
そ

王
おう

一族と琉球王

国第２ 尚
しょう

氏
し

王統第７代目国王尚
しょう

寧
ねい

王
おう

一族の墓。 

浦添市 

⑥ 浦添
うらそえ

城
じょう

の前
まえ

の碑
ひ

 国史跡 

1597 年に尚
しょう

寧
ねい

王
おう

の命により、浦添グ

スクから首里城までの道を整備した

際の竣工記念碑。 

浦添市 

⑦ 
中頭方
なかがみほう

西海道
せいかいどう

 

（尚
しょう

寧
ねい

王
おう

の道
みち

） 
国史跡 

首里城と浦添グスクを繋ぐ古道。 

琉球王国第２ 尚
しょう

氏
し

王統第７代目国

王、尚寧王の命によって改修されたか

つての街道（石畳道）。 

浦添市 
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⑧ 琉 球
りゅうきゅう

交易港図
こうえきこうず

屏風
びょうぶ

 

市指定 

（有形文化

財） 

琉球王国時代末期の那覇港周辺の様

子を生き生きと描いた屏風です。首里

城や中国から戻った進貢船、薩摩役人

の姿などが描かれています。 

沖縄で唯一の漆の美術館、浦添市美術

館で収蔵されています。 

浦添市 

⑨ 
旧首里
きゅうしゅり

城
じょう

正殿
せいでん

鐘
しょう

 

（万国津
ばんこくしん

梁
りょう

の鐘
かね

） 
国重文 

琉球王国が日本や中国、東南アジア諸

国との交易で繁栄していた 1458 年に

当時の国王 尚
しょう

泰
たい

久
きゅう

王が鋳造させた

鐘。万国津梁とは、世界を結ぶ架け橋

の意味。 

那覇市 

⑩ 
久米村
く め む ら

周辺
しゅうへん

の史跡
し せ き

・

旧跡
きゅうせき

 

未指定 

（史跡） 

天
てん

妃宮
ぴ ぐ う

や孔子
こ う し

廟
びょう

など多くの文化遺産

が残されていた久米村は、沖縄戦で廃

墟となりましたが、天妃宮の石門だけ

が残り、かつての名残をわずかに留め

ています。 

那覇市 

⑪ 清明
しーみー

祭
さい

 
未指定 

（生活文化） 

沖縄の代表的な祖先祭祀の一つ。旧暦

の 3月頃、「24節気」の「清明祭」の

節気にお墓参りを行います。 

沖縄のお墓は、本土のお墓とは違い、

大きく、墓庭があるのが特徴で、その

墓庭に親族が集まりお墓参りを行い

ます。 

那覇市 

浦添市 

⑫ ウサンミ（お供え物） 
未指定 

（生活文化） 

清明祭の時期に、親族が集まってお墓

参りを行う際に、各世帯が持ち寄るお

供え物。お参りの後、墓庭に敷物を敷

き皆でウサンミをいただきます。 

那覇市 

浦添市 

⑬ 那覇港
な は こ う

周辺
しゅうへん

の旧跡
きゅうせき

 
未指定 

（史跡） 

港の周辺には、多くの名所・旧跡が散

在していましたが、そのほとんどが沖

縄戦で破壊されました。今は王国時代

の絵図と明治期の写真で往時の姿を

概観することができます。 

那覇市 

⑭ 上天
かみてん

妃宮
ぴ ぐ う

跡
あと

の石門
いしもん

 市史跡 

天妃宮とは久米村にあった上下の廟

で、航海安全の神である媽
ま

祖
そ

を祀って

います。沖縄戦で廃墟となりました

が、天妃宮の石門だけが残りかつての

名残をわずかに留めています。 

那覇市 



（様式３－１） 
 

⑮ 久米村
く め む ら

600
６００

年
ねん

記念
き ね ん

碑
ひ

 
未指定 

（記念碑） 

久米村に居住していた閩人
びんじん

36姓は、琉

球王国時代から政治・経済・文化の発

展に大きく寄与しました。久米村が、

沖縄の歴史に果たしてきた役割を顕

彰し、松山公園内に記念碑が建立され

ました。 

那覇市 

⑯ 首里
し ゅ り

城跡
じょうあと

 国史跡 

琉球王国の政治、外交、文化の中心地。

沖縄最大の木造建築物であり、日本と

中国の建築様式が取り入れられてい

ます。冊封使滞在の際には、冊封の式

典が執り行われたほか、北殿の前に舞

台が設営され、様々な芸能が演じられ

ました。 

那覇市 

⑰ 天使館
てんしかん

跡
あと

 
未指定 

（史跡） 

冊封使のための宿舎跡。第七宴

「望舟之
ぼうしゅうの

宴
うたげ

」として、国王が直接出向

き金扇を贈り別れをしたと言われて

います。 

那覇市 

⑱ 御冠
う か ん

船
しん

料理
りょうり

 
未指定 

（生活文化） 

冊封使接待に伴い発展した宴席料理。

ツバメの巣やフカヒレ、松茸、鹿肉の

アキレス腱など沖縄にはない食材料

がふんだんに用いられていました。琉

球食文化研究所において、琉球王国の

食文化の保存・復元、普及啓発が図ら

れています。 

那覇市 

⑲ 琉 球
りゅうきゅう

舞踊
ぶ よ う

 
国重文（芸

能） 

宮廷芸能として発展した古典舞踊、明

治以降の民衆の活力を取り入れた雑

踊り、戦後の創作舞踊に概ね分類され

ます。国立劇場おきなわで保存振興が

図られているほか、自主公演も行われ

ています。 

那覇市 

浦添市 

⑳ 組
くみ

踊
おどり

 
国重文（芸

能） 

冊封使歓待のため 1719年に初めて創

作、上演された歌舞劇。沖縄を代表

する伝統芸能であり、国立劇場おき

なわで保存振興が図られているほ

か、自主公演も行われています。 

那覇市 

浦添市 
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㉑ 
玉城
たまぐすく

朝
ちょう

薫
くん

の墓
はか

 

（邊土名
へ ん と な

家
け

の墓
はか

） 
市史跡 

冊封使歓待のための踊
おどり

奉行
ぶぎょう

に任じら

れた玉城朝薫の墓。玉城朝薫は音楽・

舞踊・台詞を総合的に取り入れた組踊

を創作しました。 

浦添市 

㉒ 識
しき

名園
な え ん

 国特別名勝 

琉球王家最大の別邸。国王一家の保養

や外国使節の接待などに利用されま

した。 

1799年につくられ、翌年に冊封使が招

かれています。 

琉球式結婚式の会場などにも使用さ

れています。 

那覇市 

㉓ 御茶屋
う ち ゃ や

御殿
うどぅん

跡
あと

 
未指定 

（史跡） 

1677 年に琉球王国の王家の別邸とし

て創建され、国王の遊覧や冊封使など

の歓待などに使用されました。その際

に様々な芸能などが催されました。 

沖縄戦で破壊され、現在、跡地には、

首里カトリック教会が建設されてい

ますので、施設内に入る際は、管理者

の許可が必要になります。 

那覇市 

㉔ 
朱
しゅ

漆
うるし

山水
さんすい

人物
じんぶつ

箔
はく

絵
え

東道
とぅんだー

盆
ぶん

他 43件（琉球漆器） 

県・市指定 

（工芸品） 

琉球漆器は、琉球王国時代に冊封使の

歓待や中国への進貢品として用いら

れていた、琉球王国を代表する美術工

芸品です。 

なかでも、東道盆は、琉球漆器の代表

的な器で、形状は四角（５品）、六角

（７品）、八角（９品）、円形などが

あります。中に盛り込んだ小皿には色

や形が美しく、上質な酒の肴を客の数

に合わせて盛り込みます。代表的なも

のとして、ミヌダル（豚ロースのごま

だれ蒸し）、ターンム（田芋）から揚

げ等があります。 

琉球漆器は、沖縄で唯一の漆の美術

館、浦添市美術館で常設されていま

す。 

浦添市 
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㉕ 琉 球
りゅうきゅう

泡盛
あわもり

 
未指定 

（生活文化） 

琉球王国時代、泡盛は冊封使の饗応や

江戸幕府の献上品として、外交には欠

かせない貴重な品でした。 

また、酒として味わうほか、ラフテー

などの独特の風味を出す調味料とし

ても使われています。 

泡盛は、長く寝かせ熟成されることで

酒の質が向上し、より味わい深いお酒

になります。 

那覇市 

㉖ 首里
し ゅ り

城
じょう

 銭蔵
ぜにくら

跡
あと

 
未指定 

（史跡） 

琉球王国時代に泡盛やお金などを管

理・保管していました。 

現在は、跡地に休憩所が造られ、泡盛

関連のイベントなどにも利用されて

います。 

那覇市 

㉗ 豆腐
と う ふ

よう 
未指定 

（生活文化） 

豆腐を米麹と泡盛とで加工した発酵

食品。 

発酵熟成させたそのこくと香りから

東洋のチーズとも呼ばれ、首里や那覇

だけで作られていました。 

那覇市 

浦添市 

㉘ 桔餅（きっぱん） 
未指定 

（生活文化） 

九年母やカーブチーなど柑橘類を砂

糖で煮詰めたお菓子で、琉球王国時代

から作られています。 

現在は、那覇市内の一店舗だけで作ら

れています。 

那覇市 

㉙ 
首里
し ゅ り

城
じょう

書院
しょいん

・鎖之間
さ す の ま

庭園
ていえん

 
国名勝 

国王の執務空間であった書院、王子等

の控え所であった鎖之間、これらの建

物と一体となった城内唯一の本格的

な庭園からなる名勝。 

現在は、琉球菓子の体験学習が行われ

ています。 

那覇市 

 

（※１）文化財の名称には振り仮名を付けること。 

（※２）指定・未指定の別、文化財の分類を記載すること（例：国史跡、国重文（工芸品）、県史跡、県

有形、市無形、未指定(建造物)、等）。なお、未指定であっても文化財保護の体系に基づいた分

類を記載すること。 

（※３）各構成文化財について、ストーリーとの関連を簡潔に記載すること（単に文化財の説明にならな

いように注意すること）。 
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（※４）ストーリーのタイプがシリアル型の場合のみ、市町村名を記載すること（複数の都道府県にまた

がる場合は都道府県名もあわせて記載すること）。 

 


